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rい京『協同』を拓く2000全国集会」閉会宣言

菅野正純（協同総合研究所）

「金もうけ第一主義と生存競争が覆っている

かのように見える今の世の中にも、人として

の共通の必要と願いを一緒に手を結んで実現

する“協同”の活動が、地域には芽吹いてい

るのではないか。それらの活動が、日本的

“縦割り状況”を超えて、一堂に会して、お互

いの価値を認め合い、ネットワークによる新

しい可能性を探り、現代における『協同』の

意義を問うてみたい」一そうした主旨から、

「いま『協同』を問う」プレ集会が、1987年に、

伊東で開かれました。

　バブルの真っ盛りで、ふつうの市民が株価の

電光掲示板の前に群がり、マスコミが連日「国

労たたき」の記事を載せ、それが民間企業のサ

ラリーマンから支持されていた時代でした。

　それは、今から思えば、大人たちが「カネ」

と私生活以外の価値やメッセージを示せなくな

り、子供たち、若者たちから、「学級崩壊」や

「引きこもり」、「良い子」の残酷な犯罪によっ

て復讐される前段だったのではないでしょう

か。みごとに功を奏した「国労解体」の後には、

それまで聞いたこともないような「リストラ」

という言葉が新聞の紙面に登場し、大規模な首

切りが民問企業に広がっていきました。

　しかし、バブルの崩壊と「拡大経済」の終

焉や、高齢社会の到来などを前にして、人び

とは、否応なく自分の人生の意味を考え、カ

ネだけでは計れない「生きがい」や「働きが

い」を求めるようになりました。そして、時

代の大きな転換にもかかわらず、容易に変わ

ることのできない中央政治や大企業を尻目に、

市民がヨコに結び合いながら、地域を動かし、

足元から明日の日本社会のあり方を構想し、政

策として提案する能力を蓄積し始めています。

　そうした中で、「人と人の結びつきの中で、

すべての人がかけがえのない“仕事”と“役

割”を得て、自分らしく生きていく」「協同」

の生き方や働き方への共感が、人びとの心を

とらえ始めています。何よりも、さまざまな

杜会経験や職業経験を積んだ、多数の働く人

びと＝市民が、経済活動を恐れることなく、

自ら仕事をおこし、その仕事を通じて地域の

問題の解決に挑戦するという、新しい事態が

広がっていることです。

　今回の集会そのものが、現在の厳しい経

済・経営状況の中で協賛金をお寄せいただい

た個人・企業・団体の方々の、支えなしには

成り立ちませんでした。

　このようにして、21世紀を前に、「協同への

問い」の集積の上に立ち、名称も「『協同』を

拓く」に改めて2000年の協同集会を開催でき

たことを、私たち参加者の共通の確信と喜び

としたいと思います。
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21世紀の協同に確信と示唆を与えられた

海外ゲストの報告

　本集会には、21世紀の幕開けを直前に控え

た協同集会にふさわしく、海外からお二人の

ゲスト・スピーカーをお招きして、大きな示

唆を与えていただきました。

　ジェイムズ・ロバートソンさんは、21世紀

は、「自身の仕事」「協同労働」が成長し続け

る時代である、という確かな分析と根拠をも

った予測を示されました。

　雇用者の利益のために、労働時間を切り売

りし、雇用者に従属して働くあり方から、「自

らの価値観に従い、自らの意志で選択する、

白分自身とお互いのための労働」への、「労働

の歴史の新しい段階」への前進です。

　ロバートソンさんは、そうした新しい働き

方の成長を支える前提条件を、次のように示

されたと思います。①環境・土地・エネルギ

ー資源といった共通の資源の新たな杜会的管

理と「市民基礎所得」、②家族やコミュニテイ

を支える無償労働を貝乏める性別役割分業の克

服、③社会的・環境的に持続可能で働く人が

主体となれる人間的なテクノロジーの開発、

④子どもたち・若者たち・成人の自立と協同

の生き方・働き方を促す教育です。これらの

示唆は、「良い仕事をし、責任ある個人として

生きることは、最も重要な人権の一つである」

という、力強い結びの言葉と共に、協同の道

を行く私たちの指針となることでしょう。

　グレッグ・マクラウドさんは、本集会のた

めに作成された報告論文において、21世紀の

企業のあるべき姿を、歴史的な回顧と展望の

中で明らかにされました。

　一今日の資本主義杜会を支配している株

式会社は、それが「公益」ないしは「国民の

利益」に適うがゆえに、国家が「法人格」を

認めて、初めて成立したものであるにもかか

わらず、現代のグローバル企業は、それが所

在するコミュニティや国民への責任を負わず、

かえって杜会を自らの私的利潤追求の道具に

まで貝乏めており、法人格を付与された根拠そ

のものが今や根底から疑われている。

一一21世紀の企業は、こうした現状を克服し

て、「従業員・消費者・地域コミュニティ」な

どが利害関係を持つ主体として参画し、コミ

ュニテイの持続可能な発展に責任を負う、「コ

ミュニティ企業」に生まれ変わらなければな

らず、協同組合は、そのことを先進的に実現

しなけオしばならない。

マクラウドさんのこの指摘は、日本における

「協同労働の協同組合」の法制化の取り組みを、

企業変革論の広い視点から位置づけてくれる

ものです。

　海外のお二人の発言は、同時に、本集会の

報告者の多くの実践報告と、驚くほどぴった

りとかみ合っていました。私たちは、そのこ

との中に、「協同」が21世紀に拓くグローバル

な普遍的価値と展望を、改めて強く確信する

ことができるのではないでしょうか。

「協同労口」の力強い成長と

広がりを示した集会

　第1に、「協同の働き方」が、日本社会に力強

く成長しつつあることを確認できたことです。

しかも、その成長は、人びとの新しい働き方

への要求や願いに裏づけられていると共に、
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これからの人の労働にますます求められる領

域と質に基づいているがゆえに、後戻りする

ことのない趨勢であることがうかがえます。

　その第一のパワーが女性たちにあることを

感じたのは、私だけではないでしょう。

　ホームヘルパーの活動を協同組合で事業化

した「ワーカーズコープけやき」の小菅恵子

さんは、その実践を通じて、「協同労働」を、

①「共感・配慮・貢任感」を持った人びとが、

「自分の考えをしっかり発言し、その考えに共

感してくれる人びとと協同して働き」「人間の

潜在能力を引き出し、さらに豊かにする」と

ともに、②地域の中で何かしたい、新しい自

分を発見したい、今までなかったことに挑戦

したいという人たちが生き方を変えていく」、

③そのことを通じて、「孤立化した地域の中で

の新しい人間関係づくりに生かして、新たな

地域貢献のできる仲間づくり」をもたらす仕

事である、とされました（全体会）。

　廃食油から車の燃料をつくるプラントをつ

くりだした「株式会杜ユーズ」の染谷ゆみさ

んは、「天ぷら油があれば石油なんていらな

い」、「東京は油田」であり白分の仕事は「東

京油田の開発」であると愉快に語られます
（第5分科会）。

「ワーカーズコレクティブ生活工房まちまち」

の藤木千草さんも、「総合的な判断力や洞察力

及びコンピュータなどの特殊技術を身につけ

ながら、生活者としての心を持ち続けて、し

なやかに参加型のまちづくりをコーディネー

トしていきたい」と語られます（第7分科会）。

　協同の仕事おこしのもう一つの目覚しいパ

ワーが、障害者運動から発信されました。

　「ヒューマンケア協会」の中西正司さんは、

「自立生活運動」の思想をバックボーンに、

「ハンデイキャップ者に年間5万時間の介助サ

ービスを提供し、200名の障害者と健常者の雇

用を生み出す」実績を報告されるとともに、

「誰もが住みやすい杜会に日本を変えていく、

高齢者と障害者の共闘」　　具体的には障害

者が公的介護保険に組み込まれようとしてい

る2005年に向けて、「社会参加」の部分の介助を

認めさせる大運動を提起されました（全体会）。

　「青い鳥福祉会」の小野隆二さんの、「技術

を持った中高年者をリーダーに、障害者が一

緒になった労働集団」が、野菜や米づくり、

公園や施設の清掃・管理などの仕事を拡人し、

「年々、地元からの農地活用の依頼が増えてき

ている」という報告には、驚きと感動を覚え

ました（第4分科会）。

　「文化学習協同ネットワーク」の藤井　智さ

んは、「仕事人間」「会杜人間」になることに

ためらいを感じると同時に、それに代わる新

しい生き方・働き方も描けない　　そんな青

年たちが、「協同の働き方」を通じて「コミュ

ニティの中で役割を果たしながら、白分と社

会とのつながりや役割を実感していく」、「学

校から仕事へ」の橋渡しとなる、新しい仕

事＝活動を報告されました（全体会）。

　日本でもいま最もパワフルな協同の仕事お

こしは、ヨーロッパの「杜会的協同組合」や

「コミュニテイ協同組合」と同じような領域に

見られることがわかります。

　また、現在の新しい仕事おこしは、草の根

からの新しい職能集団や資格者の集団づくり

と、企業を超えた働く人びとの協同を呼び起

こしつつあることが実感されました。

　「島根中高年事業団」の山室まことさんの、
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「孤立と自己嫌悪に陥りがちだったケアマネー

ジャーが、所属を超えて集まり、交流するこ

とを通じて、自らの目的と目標を再確認し」、

自治体もそれを後押ししているという報告

（第2分科会）や、東京商工会議所の「福祉住

環境コーディネーター」資格検定制度に携わ

った「青山環境デザイン研究所」の渡辺光子

さんの、検定試験実施わずか1年あまりで全国

6万人の受験者が集まったという報告からも、

そのことがうかがえます（第12分科会）。

「コミュ＝ティ」に広がる

協同と協同労働のネットワーク

　第2に、協同の仕事おこしが1事業体にとど

まらず、「コミュニティの再生」や「福祉のま

ちづくり」を焦点として結び合うとともに、

働く人とその製品・サービスを利用する人、

地域でこれを支援する人びとの総合的な協同

が発展しつつあることが確認できたことです。

　地域住民の参加で生ごみの堆肥化と野菜づ

くり、その供給という循環をつくりだした恒

川敏江・芳克ご夫妻の「EM緑の会」の活動は、

「景気に左右されない」障害者の仕事おこしを

呼び起こしながら、ついに自治体を動かし、

1，OOO世帯のモデル事業に発展しようとしてい

ます。

　株式会杜「パストラル」（前JA全中農政部

長）の小橋暢之さんは、農業・農村の再生に

果たす協同労働の役割に期待されるとともに、

その力を発揮する形態として、従来の協同組

合を超えた「集落協同組合」「カントリービジ

ネス協同組合」「生産・消費協同組合」を挙げ

られ（全体会）、山形大の菊間満さんは「山村

のコミュニティを維持する仕事を雇用につな

げる役割は、労働者協同組合に委ねられてい

くだろう」と予測されています（第8分科会）。

　コミュニティの再生と福祉のまちづくりの

担い手として自らを位置付けて、具体的な取

り組みを活発に進めているのが、商店街です。

　一商店街の空き店舗を使ったシニアの情

報プラザをセンターに、「ばらばらな物言わぬ

消費者」と見られていた高齢者が情報技術を

学んで、「白分たちが買いたい物や本当に受け

たいサービスを商店街に発信し始めている」

「シニアネット久留米」（古賀直樹さん報告）。

　一店店に「よろず相談所」の看板を掲げ

て、「支え合い、楽しく心やすらぐふれあいの

場、歩くだけでも暖かさを感じる街としての

役割をもった商店街」をめざす足立区の商店

街（田中武夫さ／）報告）。

　　　ファックスからインターネットに「地

域コミュニケーションネットワーク」を進化

させるとともに、空き店舗を活用した、高齢

者が集まり交流する給食サービス事業に取り

組み、さらには川の再生と「親水公園」づく

りの先頭に立つ「西新道錦会商店街振興組合」

（原田　完さん報告）などです（＝いずれも第

3分科会）。

　兵庫県高齢者協同組合も、まちづくり協議

会や老人会、商店街振興会などと協力して、

旧市街地を中心に、「地域福祉事業所」を核と

した「福祉のまちづくり」を進め、地域から

も進出が求められるところに来ています（藤

田由紀雄さん報告、第4分科会）。

　東京大田区のまち工場の人びとは、障害当

事者及びそれを支える人びととともに「大田

福祉機器開発研究協会」をつくり、一人ひと
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りに合った製品づくりとメンテナンスを始め

（西鴬和徳さん報告・第4分科会）、町田では、

建築関係者が福祉・医療の関係者から学ぶこ

とから出発して、行政も含めた多方面の専門

家と市民が「高齢者・弱者の暮らしを住まい

の面から支える」活動を進めています（松平

弘久さん報告・第12分科会）。

　「その昔、『芸能』は、地域の中で生まれ、

地域の大事な交流と杜会教育の場であった」

「首都圏に民族文化の花を咲かせよう」という

「荒馬座」の狩野　猛さんと「板橋演劇研究会」

の穴原武夫さんは、荒馬座が地域の人びとに

支えられて板橋に本部と稽古場をもち、最近

では埼玉に「美里民族芸能センター」の建設

を準備していることを報告されました。

　21世紀「ポスト拡大経済」の時代に、生活

を質的な意味からほんとうに豊かにし、人間

らしく暮らせる地域をつくり、それを支える

生きがいある仕事と役割をすべての人が分ち

あうためには、コミュニティに広がる協同が

不可欠であることを本集会は示しました。

協同労藺とコミュ＝ティの協同を促造する

新しい法制度と政策に向かって

　第3に、本集会は、そうした協同労働とコ

ミュニティの協同を促進する新しい法制度の

確立と、その上に立った新しい政策の開発が

緊急に求められていることを明確にしました。

　日本労働者協同組合連合会の永戸祐三さん

も述べたように、ビッグビジネスヘの膨大な

税金投入とゼネコン型公共事業のバラマキに

よっても、あるいはそのゆえに、経済の回復

もなく、国家の財政破綻のみが進行している

中で、「市民の自覚と参加によるコミュニティ

の再生なしに経済の再生もなくなって」おり、

「市民が市民のままで、地域に必要な仕事をお

こし、事業として成り立たせ、地域のことを

解決する。それが当たり前のこととなるよう

な時代が到来しようとして」います。

　「協同労働の協同組合法」は、この流れを決

定的なものにするとともに、ゼネコン型公共

事業から訣別して、市民参加型の新しい公共

事業への転換に道を開き、労働の人間化と地

域の人間的再生に踏み出す、日本の働く人び

と＝市民の歴史的な挑戦です。

　「労働者協同組合・九州ユニオン電設」の大

村関雄さんの報告には、経営危機がわかって

いながら、突然全員を解雇し、その後も長い

間仕事がとれないという、企業倒産をめぐる

今日の理不尽なあり方に、新たな怒りを覚え

ざるを得ませんでした。

　「社会福祉法人・すみれ育成会」の入江喜代

治さんの、「失対型公共投資」から「生産型公

共事業」への転換を求め、地域住民の協同で

「農業と福祉、筑豊復興を結ぶ」取り組みは、

ゼネコン型公共事業を超えられない古い中央

政治に対して、働く人びと＝市民の側からこ

れを乗り越える提案となっています（第6分

科会）。

　連合会や出資をめぐって議論が残されてい

るものの、「雇う・雇われる」関係ではなく、

働く人びとの白主管理にもとづいて、コミュ

ニテイに貢献できる協同の労働を基本に据え

る点では、「ワーカーズ・コレクティブ・ネッ

トワーク・ジャパン」の構想と、「日本労働者

協同組合連合会」の法案は、共通しています。

　重要なことは、①この法制化が、既存の組
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織の都合ではなく、広く協同の仕事おこしを

進めている人びと、そして21世紀に「協同の

働き方」を望むすべての人びとのための、新

たな社会インフラ（制度基盤）づくりという

普遍的な意味を持つものであることを踏まえ

て、②「簡素化された協同組合の仕組み」

（IL0）をも含めて、多様な協同労働のあり方

を包含する、できるかぎり柔軟で普遍的な内

容にすること、③働く人と利用者、コミュニ

ティの人びとの協同を可能にする「複合協同

組合」にも可能性を確保し、「統一協同組合法」

制定への足がかりを築くこと、④そして、一

致点を求めて開かれた議論を粘り強く進める

とともに、何よりも法制化の現実の必要性に

焦点を当てて当事者の意志の一致と高まり、

世論への訴えを進めることであると思います。

　若者から高齢者までのすべての世代が、女

性も男性も、障害のある人も健常者も、望む

すべての人が「協同労働」を選択できる杜会

を一一この当たり前の目標に向かって、共に

大きく前進して行こうではありませんか。

繁

21世紀一一協同と共生の時代への幕をあけ

よう！

　人と人とを結ぶ“協同労働”のネットワー

クを地域のすみずみに！

2000年11月26日

「いま『協同』を拓く2000全国集会」の閉会に

当たって
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